
 

 

 

 

１． 国民年金保険料は、月額１６，980 円（令和６年度）です 。 

 手続き後、１か月ほどで納付書が日本年金機構からご自宅に郵送されます。納付期限までに銀

行や郵便局等の金融機関、コンビニエンスストア、電子納付（Pay-easy）、スマートフォンア

プリなどで納付してください。なお、急いで納付したい場合や、前納（まとめて前払い）したい

場合は、藤沢年金事務所へご連絡ください。 

 

〔付加保険料〕 

定額の保険料に付加保険料（月額 400 円）をプラスして納めることで、将来、老齢基礎

年金を受け取るときに、200 円×納付月数分の金額（年額）が上乗せされて支給されます。 

付加保険料はお申込みが必要です。なお、国民年金基金に加入している場合は、付加保険料

をプラスすることはできません。 

 

２．保険料の納付には口座振替やクレジットカード納付が便利です。 

 口座振替やクレジットカード納付はお申込みが必要です。申込用紙は保険年金課や各支所、

藤沢年金事務所にあります。申込用紙に必要事項を記入し、日本年金機構へ郵送してくだ

さい。口座振替の場合は、引き落とす口座のある金融機関の窓口に提出することも可能です（預

金通帳と届出印、年金手帳または基礎年金番号通知書を持参のこと）。なお、お申込み後、日

本年金機構から引き落とし開始月の通知がありますので、それまでの月分は納付書で納付し

てください。 

 

３．国民年金保険料の前納（まとめて前払い）がお得です。 

 保険料を前納（まとめて前払い）することで、割引を受けることができます。 

（令和６年度） 

納付方法 １か月 
６か月前納 １年前納 ２年前納 

前納額 割引額 前納額 割引額 前納額 割引額 

現金納付 16,980 円 101,050 円 830 円 200,140 円 3,620 円 398,590 円 15,290 円 

口座振替 16,980 円 100,720 円 1,160 円 199,490 円 4,270 円 397,290 円 16,590 円 

クレジット 
カード納付 

16,980 円 101,050 円 830 円 200,140 円 3,620 円 398,590 円 15,290 円 

●年度の途中（現金納付は任意の月、口座振替・クレジットカード納付は申込月の翌月以降の振替

（立替）開始月）から当年度末または翌年度末までの保険料をまとめて前納することができます。

月数に応じて割引額は増減します。また、現金納付の場合は、任意の月数分の保険料をまとめ

払い（割引なし）することも可能です。ご希望の場合は、保険年金課や藤沢年金事務所で手続き

可能です。 

●口座振替には「早割」（当月分の保険料を当月末に引落とすことで60円割引）もあります。 

 

 

国民年金の加入手続きをされた方へ 



４．保険料の納付が困難な場合は、免除・納付猶予制度があります。 

 所得の減少や失業、新型コロナウイルス感染症の影響による減収等で保険料の納付が困難

なときは、保険料の納付が免除される制度があります。次の①～③のいずれの場合も原則、毎

年申請が必要です。また、いずれの場合も該当月から 10 年以内であれば納付（追納）が可能

です。（経過年数に応じて加算額が上乗せされます。） 

 申請は、保険年金課や藤沢年金事務所で受け付けています。手続きに必要なもの等につ

いてはお問い合わせください。 

 

①  免除制度 

   前年の本人、配偶者及び世帯主の所得が一定の基準額以下であれば、保険料の全額ま

たは一部が免除されます。失業の場合は、雇用保険の「離職票」や「受給資格者証」など

の書類が必要です。免除が承認された場合は、将来受け取る老齢基礎年金の額を計算す

る際に、一定の割合で年金額に反映されます。 

②  納付猶予制度（50歳未満の方のみ） 

    前年の本人及び配偶者の所得が一定の基準額以下であれば、納付が猶予されます。失

業の場合は、雇用保険の「離職票」や「受給資格者証」などの書類が必要です。納付猶予

の場合は、将来受け取る老齢基礎年金の額には反映されませんが、年金の受給資格を得

るために必要な期間には算入されます。 

③  学生納付特例制度 

   学生であり、前年の所得が一定の基準額以下であれば、納付が猶予されます。申請

には学生証等が必要です。納付猶予制度と同様に、将来受け取る老齢基礎年金の額に

は反映されませんが、年金の受給資格を得るために必要な期間には算入されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
お問い合わせ先・・・鎌倉市 保険年金課 年金担当（１階９番窓口） 

                 電話 ０４６７－６１－３９６３（直通） 
      年金事務所連絡先・・・日本年金機構 藤沢年金事務所 
                 電話 ０４６６－５０－１１５１（代表）  
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